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（
別
紙
４
）
 

○ 保 険 会 社 の 資 本 、 基 金 、 準 備 金 等 及 び 通 常 の 予 測 を 超 え る 危 険 に 相 当 す る 額 の 計 算 方 法 等 を 定 め る 件 （ 平 成 八 年 大 蔵 省 告 示 第 五 十 号 ）    

                                                  【 適 用 日 平 成 十 九 年 四 月 一 日 】  

改 正 案 現   行 

 

（ 第 三 分 野 保 険 の 保 険 リ ス ク の 計 算 ） 

第 二 条 の 二 規 則 第 八 十 七 条 第 一 号 の 二 及 び 第 百 六 十 二 条 第 一 号 の 二 に

規 定 す る 額(第 三 分 野 保 険 の 保 険 リ ス ク 相 当 額)は 、 別 表 第 一 の 二 に 掲 げ

る リ ス ク の 種 類 ご と の リ ス ク 対 象 金 額 に そ れ ぞ れ の リ ス ク 係 数 の 欄 に

掲 げ る 率 を 乗 じ て 得 ら れ る 額 に 基 づ き 、 別 表 第 二 の 二 の 算 式 に よ り 計 算

し た 額 と す る 。 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第一 

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数 

普通死亡リスク 危険保険金額 0.6/1000

（削る） （削る） （削る）

生存保障リスク 個人年金保険期末責任準備金額 10/1000

（削る） （削る） （削る）

（削る） （削る） （削る）

その他のリスク 危険準備金積立限度額 1

備考 

・リスク対象金額は、出再額を控除し、受再額を加算した額とする。  

・個人年金保険期末責任準備金額からは、確定年金を約した保険契約(確

定年金以外の保険契約に契約内容を変更できるものを除く。)に係る責

任準備金額及び確定年金以外を約した保険契約であって、あらかじめ年

金支払開始日における予定死亡率を用いて年金額を計算することを算

出方法書に定めている保険契約(年金支払開始前のものに限る。)に係る

 

別表第一 

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数 

普通死亡リスク 危険保険金額 0.6/1000 

災害死亡リスク 災害死亡保険金額 0.06/1000 

生存保障リスク 個人年金保険期末責任準備金額 10/1000 

災害入院リスク 災害入院日額×予定平均給付日数 3/1000 

疾病入院リスク 疾病入院日額×予定平均給付日数 7.5/1000 

その他のリスク 危険準備金積立限度額 1 

備考 

・リスク対象金額は、出再額を控除し、受再額を加算した額とする。  

・個人年金保険期末責任準備金額からは、確定年金を約した保険契約(確

定年金以外の保険契約に契約内容を変更できるものを除く。)に係る責

任準備金額及び確定年金以外を約した保険契約であって、あらかじめ年

金支払開始日における予定死亡率を用いて年金額を計算することを算

出方法書に定めている保険契約(年金支払開始前のものに限る。)に係る
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責任準備金額を除く。  

 

別表第一の二 

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数 

ストレステストの

対象とするリスク

危険準備金積立限度額 0.1 

災害死亡リスク 危険準備金積立限度額 1 
災害入院リスク 危険準備金積立限度額 1 
疾病入院リスク 危険準備金積立限度額 1 
その他のリスク 危険準備金積立限度額 1

備考 

１．リスク対象金額は、出再額を控除し、受再額を加算した額とする。 

 

別表第二 

［Ａ2＋Ｂ2］1／2＋Ｃ 

 

Ａは、普通死亡リスク相当額 

（削る） 

Ｂは、生存保障リスク相当額 

（削る） 

（削る） 

Ｃは、その他のリスク相当額 

 

別表第二の二 

 生命保険会社の第三分野保険の保険リスクの合計額＝Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ

＋Ｈ 
 損害保険会社の第三分野保険の保険リスクの合計額＝D 
 D は、ストレステストの対象とするリスク相当額 
Ｅは、災害死亡リスク相当額 

責任準備金額を除く。  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二 

 (Ａ＋Ｂ)2
＋Ｃ

2
＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ 

Ａは、普通死亡リスク相当額 

Ｂは、災害死亡リスク相当額 

Ｃは、生存保障リスク相当額 

Ｄは、災害入院リスク相当額 

Ｅは、疾病入院リスク相当額 

Ｆは、その他のリスク相当額 

 

（新設） 
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Ｆは、災害入院リスク相当額 

Ｇは、疾病入院リスク相当額 

Ｈは、その他のリスク相当額 

 

 

別表第十七 

生命保険会社のリスクの合計額＝ 
［（R1＋R8）2＋（R2＋R3＋R7）2］1／2＋R4 

 
損害保険会社のリスクの合計額＝ 

［（R5＋R8）2＋（R2＋R3）2］1／2＋R4＋R6 
 

R1は、保険リスク相当額 

R2は、予定利率リスク相当額 

R3は、資産運用リスク相当額 

R4は、経営管理リスク相当額 

R5は、一般保険リスク相当額 

R6は、巨大災害リスク相当額 

R7は、最低保証リスク相当額 

R8は、第三分野保険の保険リスク相当額 

 

 

 

 

 

 

 

別表第十七 

生命保険会社のリスクの合計額＝ ( 1Ｒ )2
＋ ( 2Ｒ ＋ 3Ｒ ＋ 7Ｒ )2

＋ 4Ｒ  
 

損害保険会社のリスクの合計額＝ ( 5Ｒ )2
＋( 2Ｒ ＋ 3Ｒ )2

＋ 4Ｒ ＋ 6Ｒ  

 

1Ｒ は、保険リスク相当額 

2Ｒ は、予定利率リスク相当額 

3Ｒ は、資産運用リスク相当額 

4Ｒ は、経営管理リスク相当額 

5Ｒ は、一般保険リスク相当額 

6Ｒ は、巨大災害リスク相当額 

7Ｒ は、最低保証リスク相当額 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 




